
 

 

 

 

 

 

 

１ コンクールの概要 

(1) 応募資格 

岩手県内在住の方 

(2) テーマ 

「一緒に食べよう」 

家族や友達と一緒に食事をすることは、食べる楽しさを感じるとともに、コミュニケーションを深め、

心身の健やかな成長につながるなど、食育において重要な役割を担っています。 

みんなで食事をすることの大切さや楽しさを改めて考え、「一緒に食べよう」をテーマにした標語 

を考えてみましょう！ 

 (3) 応募方法 

・ 応募作品は一人１作品まで。 

・ 応募フォーム（QR コード）、電子メール又は郵送（はがき）で応募すること。（電子メールの場合、

題名を「食育標語募集」とすること。） 

・ ①作品（標語）、②郵便番号、③住所、④氏名、⑤年齢、⑥電話番号（児童・生徒の場合は、学校名 

及び学年）を明記すること。 

 

応募フォームはこちらから       

 

 

 

２ 応募締切 

令和８年８月 26日（水） 

 

３ 表彰式 

令和８年 12月５日（水） 盛岡市内で開催する岩手県食育推進県民大会において実施予定 

 

 

 

 

 

 

【応募・問合せ先】 

岩手県環境生活部県民くらしの安全課 食の安全安心担当 

〒020-8570 盛岡市内丸 10-1  電話：019-629-5323  メール：AC0009@pref.iwate.jp 

 

 

 

次ページあり 

食育標語コンクールの 

作品を募集します！ 

いわての食育シンボルマーク 

「毎月 19日は食育の日」 

令和７年度最優秀作品 

「あさごはん ぼくにちからを ありがとう」 

盛岡市立河北小学校 千葉 大晴さんの作品 

 



 

 

 

 

 

 

 

１ コンクールの概要 

(1) 応募資格 

県内の小学校・中学校・義務教育学校・特別支援学校（小学部・中学部）に在籍する児童・生徒 

(2) テーマ 

「一緒に食べよう」 

「一緒に食べよう」という言葉から浮かんだ楽しい思い出やうれしい気持ちを、図画・ポスターに

表現してみましょう。 

(3) 作品の規格等 

・ ４ツ切サイズ又はＢ３判（364㎜×515㎜）の画用紙 

・ ただし、小学校低学年の部は、８ツ切サイズ又はＡ３判 

（297㎜×420㎜）、Ｂ４判（257㎜×364㎜）も可     

・ 小学校低学年の部を除き、必ず作品中にテーマの標語 

を表記すること。 

 

２ 応募締切 

令和８年８月 31日（月） 

 

３ 表彰式 

令和８年 12月５日（土） 盛岡市内で開催する岩手県 

食育推進県民大会において実施予定 

 

【応募・問合せ先】 

岩手県環境生活部県民くらしの安全課 食の安全安心担当 

〒020-8570 盛岡市内丸 10-1  電話：019-629-5323  メール：AC0009@pref.iwate.jp 

 

 

 

  

 

令和７年度最優秀作品 

紫波町立古館小学校 佐藤 和さんの作品 

食育推進図画・ポスターコンクールの 

作品を募集します！ 



 
 
 
 
 

クリーニング業法では、クリーニング所又はクリーニング取次所で働く従業員（クリーニング師及

び業務従事者）の方は、研修や講習を定期的に（注）受けなければならないこととされています。 

これらの研修及び講習を公益財団法人岩手県生活衛生営業指導センターが、指定機関の公

益財団法人全国生活衛生営業指導センターから委託を受けて実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度 クリーニング師研修・業務従事者講習の開催日程 

開催年月日 会場名 時間 申込締切 

令和８年８月 23日（日） 
釜石魚河岸にぎわい館 
（釜石市魚河岸３番３号） 

12：20～
16：50 

８/６（木） 

令和８年９月 27日（日） 
久慈地区合同庁舎 
（久慈市八日町１番１号) 

8：00～
12：40 

９/10（木） 

令和８年 10 月 25 日（日） 
一関地区合同庁舎 
（一関市竹山町７番５号） 

8：00～
12：40 

10/８（木） 

令和８年 11 月 15 日（日） 
岩手県自治会館（盛岡市山王
町 4 番 1号) 

8：00～
12：40 

10/29（木） 

 

○問い合わせ先 

公益財団法人 岩手県生活衛生営業指導センター 盛岡市志家町3番 13号（019-624-6642） 

HP ： https://www.seiei.or.jp/iwate/cleaning.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クリーニング師研修及びクリーニング業務従事者講習開催のお知らせ 

（注）クリーニング師の方は業務に従事した後１年以内に、その後は３年を超えない期間ごと

に、クリーニング業務従事者の方はクリーニング所開設後１年以内に、従事者数の５分の１

に当たる人数、その後は３年を超えない期間ごとに５分の１に当たる人数の方が受講しなけ

ればならないとされています。（取次所には、１店舗に最低１名の受講済みの方が必要です。） 
 

なお、クリーニング師の方が、クリーニング師研修を受講されている場合は、業務従事者

講習を受講されたものとみなされます。また、継続受講の方は、受講時間が短縮されます。 

https://www.seiei.or.jp/iwate/cleaning.html


 
 
 
 
 

デジタル技術を活用したクリーニング師研修及び業務従事者講習については、公益財団法人

全国生活衛生営業指導センターを指定機関として実施しています。 

 

令和８年度  
デジタル技術を活用して受講するクリーニング師研修・業務従事者講習の開催期間 

種類 開催期間会場名 

研修 令和８年５月１日(金)から令和９年３月３１日(水)まで 

講習 令和８年５月１日(金)から令和９年３月３１日(水)まで 

 

申込締切 令和９年１月 15 日(金) 

 

○問い合わせ先 

e ラーニングサポートセンター 

メールでのお問い合わせ support-seiei-cl@gakkenlx.co.jp 

お電話でのお問い合わせ 03-6635-1607 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１型デジタル技術を活用したクリーニング師研修及び業務従事者講習のお知らせ 

mailto:support-seiei-cl@gakkenlx.co.jp




みなさまのご参加
お待ちしております！






